
11月9日(日)
午前10時～午後3時30分

午後1時～午後3時

日 時

月島区民センター1階（月島4-1-1）会 場

東京メトロ有楽町線・都営地下鉄大江戸線
「月島駅」10番出口すぐ
都営バス「月島三丁目停留所」下車すぐ
江戸バス「月島区民センター停留所」下車すぐ
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整理収納アドバイザー　橋本祐子氏
衣服や冷蔵庫のお片付けを通じて、ファッションロスや食品ロスについて学びます。 

【申込】・10月1日(水 )から受付開始（電話・電子申請）
　　　・詳細は「区のおしらせ10月1日号」、消費生活センターHPをご覧ください。

【対象】区内在住・在勤・在学の方　40名程度

消費生活講座 「お片付けでSDGｓ」

消費生活センターHP電子申請

クイズラリーで景品をプレゼント！(なくなり次第終了となります)

中央区まるごとミュージアム2025《 同時開催 》

中央区 消費生活展2025

［主催］中央区・中央区消費者友の会　［お問合せ］中央区消費生活センター TEL(3546)5332

「快適なくらしを求めて～地球環境を守るグリーン志向消費～」

 〇事前申込



消費生活展2025参加団体
生活に役立つ情報がいっぱいのパネル展示生活に役立つ情報がいっぱいのパネル展示

一般財団法人　関東電気保安協会
地震発生時の電気安全について
地震などの災害により停電が起きることがあります。その後電
気は復旧しますが、その時に火災が発生することがあります。
当ブースは、感震ブレーカーを用いて通電火災の防止や電
気安全PRを行います。

くらしを守る計量制度
私たちのくらしと密接な関係にある計量について、身近な話題
を事例としてとりあげてわかりやすく紹介します。 
正しい計量を確保するための制度や、さまざまな取り組みに
ついてパネル展示を行います。

東京都生活文化局計量検定所

中央区環境士木部環境課
中央エコアクトで家計にやさしい省エネライフ
日々の生活から排出される二酸化炭素(CO2)をできるだ
け減らすことが、地球温暖化防止につながります。中央エ
コアクトは、CO2削減のために、皆さんが簡単に省エネ活
動をおこなえる取組です。家庭で地球温暖化防止にチャレ
ンジしてみませんか。

消費に関する豆知識
「いつでも解約できる」はずなのに解約できない定期購入ト
ラブルなどの事例についてパネル展示や、専門の相談員によ
る消費生活相談を行います。困ったことやおかしいと思った
ことがあれば、ぜひご相談ください。

中央区消費生活センター

中央区都市整備部建築課

建物の耐震化に対する相談、啓発
区の職員が建物の耐震化に関する相談を受け付けています。
また耐震化に関するパンフレット等も用意していますので、
お気軽にご利用ください。

コープみらい 東京1ブロック委員会
未来へつなごう～エシカル消費はじめてみませんか？～
「安い・おいしい・便利」だけでなく、「地域や環境、社会や
人々」に配慮してモノやサービスを利用する消費のあり方を
示す「エシカル消費」
この取り組みについて、展示やクイズで分かりやすく紹介します。

中央区総務部防災危機管理課

振り込め詐欺にだまされない
～安全・安心な暮らしを目指して～
近年、手口がますます巧妙化している振り込め詐欺につい
て、実例集や対策をパネルにて紹介します。

東京都下水道局 中部下水道事務所

油・断・快適！下水道
下水道局では「油・断・快適！下水道～下水道に水を流さない
で」キャンペーンとして、水環境を守るためにご家庭でできる
さまざまな工夫について紹介します。
下水道に関する簡単なクイズも用意しています。

東京都水道局 千代田営業所

いつか来る震災に備えよう！
命の水～災害給水ステーション～
水道局では、震災時の断水被害」を軽減するため、配水管を
耐震継手管への取替計画の前倒しなど、様々な災害対策に取
り組んでいます。また、災害等により断水した際に「災害時給
水ステーション」でみなさまに水をお配りします。ポリタンク
やペットボトルなど水を入れる容器をご持参ください。

中央区消費者友の会

SDGs3 ‒ 9　すべての人に健康と福祉を
《有害化学物質から身を守ろう》
永遠の化学物質PFASとは？
摂りすぎると体を壊す化学食品添加物は？
それらの有害化学物質から自分と家族の健康を守る方法を展示します。

東京司法書士会 中央支部

相続登記が義務化されたのに続き、住所等変
更登記も令和８年４月１日から義務化されます
令和６年４月から義務化された不動産の相続登記の申請に続
き、令和８年４月からは住所等変更登記の申請が義務化され
ます。司法書士がこの制度のご紹介や疑問点についてのご質
問、ご相談を承る無料相談を行います。
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